
平
成
七
年
十
二
月
五
日
受
領 

答

弁

第

一

五

号 

     

衆
議
院
議
員
枝
野
幸
男
君
提
出
血
液
製
剤
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
（
エ
イ
ズ
ウ
イ
ル
ス
）
感
染
薬
害
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙 

答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
三
四
第
一
五
号 

平
成
七
年
十
二
月
五
日 

衆

議

院

議

長 
土 

井 

た 

か 

子 

殿 

 

内
閣
総
理
大
臣 

村 

山 

富 

市 

 

一 

 



 

 

二 

衆
議
院
議
員
枝
野
幸
男
君
提
出
血
液
製
剤
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
（
エ
イ
ズ
ウ
イ
ル
ス
）
感
染
薬
害
に
関
す
る
質
問
に 

対
す
る
答
弁
書 

一
の
1
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
部
署
は
、
昭
和
五
十
八
年
当
時
、
厚
生
省
薬
務
局
生
物
製
剤
課
及
び
安
全
課
で
あ
り
、
御
指
摘
の
米
国
防
疫
セ

ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｄ
Ｃ
）
の
週
報
（
以
下
「
Ｃ
Ｄ
Ｃ
週
報
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
時
、
同
局
生
物
製
剤
課
に
お
い
て
入

手
し
て
い
た
。 

一
の
2
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
Ｃ
Ｄ
Ｃ
週
報
は
、
千
九
百
八
十
三
年
三
月
四
日
付
け
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
週
報
に
は
御
指
摘
の
よ
う

な
記
述
は
な
く
、
「
血
友
病
患
者
の
エ
イ
ズ
に
つ
い
て
は
、
血
液
製
剤
又
は
血
液
が
原
因
の
よ
う
に
み
え
る
」
と
の
記
述
が

あ
る
。 

な
お
、
昭
和
五
十
八
年
当
時
に
お
い
て
は
、
エ
イ
ズ
ウ
イ
ル
ス
は
同
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
エ
イ
ズ
の
原
因
が
ウ
イ
ル
ス
で

あ
る
か
否
か
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

一
の
3
に
つ
い
て 



 

二
の
4
に
つ
い
て 

二
の
1
か
ら
3
ま
で
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
Ｃ
Ｄ
Ｃ
週
報
を
厚
生
省
が
入
手
し
た
の
は
、
当
時
の
薬
務
局
生
物
製
剤
課
の
職
員
に
対
す
る
事
情
聴
取
に
よ
れ

ば
、
昭
和
五
十
八
年
の
早
い
時
期
で
あ
る
。 

厚
生
省
に
お
い
て
当
時
の
薬
務
局
生
物
製
剤
課
の
職
員
に
対
す
る
事
情
聴
取
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
昭
和
五
十
八

年
当
時
、
米
国
ト
ラ
ベ
ノ
ー
ル
・
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
ズ
・
イ
ン
ク
社
の
幹
部
が
厚
生
省
に
表
敬
の
た
め
に
来
訪
し
、
ま
た
、
日

本
ト
ラ
ベ
ノ
ー
ル
株
式
会
社
か
ら
同
課
の
課
長
及
び
そ
の
職
員
に
対
し
米
国
に
お
け
る
加
熱
製
剤
の
製
造
承
認
の
申
請
デ
ー

タ
に
つ
い
て
一
回
説
明
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
日
時
、
場
所
及
び
そ
の
際
の
説
明
資
料
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
な
い
。 

昭
和
五
十
八
年
夏
ご
ろ
、
日
本
ト
ラ
ベ
ノ
ー
ル
株
式
会
社
か
ら
米
国
に
お
け
る
加
熱
製
剤
の
製
造
承
認
の
申
請
デ
ー
タ
に

つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
が
、
厚
生
省
と
し
て
は
、
加
熱
に
伴
う
副
作
用
等
の
懸
念
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
デ
ー
タ
の
み

に
基
づ
い
て
直
ち
に
当
該
加
熱
製
剤
に
つ
い
て
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
我
が
国

へ
の
輸
入
の
承
認
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
判
断
し
、
そ
の
承
認
の
申
請
の
た
め
に
は
安
全
性
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を

得
る
た
め
の
臨
床
試
験
が
必
要
で
あ
る
旨
同
社
に
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。 

三 

 



 

二
の
6
に
つ
い
て 

二
の
5
に
つ
い
て 

昭
和
五
十
八
年
当
時
に
お
い
て
は
、
エ
イ
ズ
の
原
因
及
び
血
液
凝
固
因
子
製
剤
に
よ
り
エ
イ
ズ
が
伝
播
す
る
か
否
か
に
つ

い
て
は
不
明
で
あ
っ
た
が
、
厚
生
省
と
し
て
は
、
同
年
六
月
、
社
団
法
人
日
本
血
液
製
剤
協
会
を
通
じ
て
、
各
製
薬
企
業
か

ら
エ
イ
ズ
予
防
の
た
め
の
対
応
策
を
聴
取
し
、
同
年
七
月
、
同
協
会
を
通
じ
て
、
製
薬
企
業
に
対
し
、
輸
入
血
液
凝
固
因
子

製
剤
及
び
輸
入
原
料
血

漿
し
ょ
う

に
つ
い
て
同
性
愛
者
や
麻
薬
常
習
者
等
の
エ
イ
ズ
の
ハ
イ
リ
ス
ク
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
供
血
に
よ

る
も
の
で
は
な
い
旨
の
証
明
書
を
添
付
す
る
よ
う
指
示
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
エ
イ
ズ
に
関
す
る
新
た
な
知
見
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
当
該
報
告
書

に
関
し
て
特
段
の
対
応
は
し
て
い
な
い
。 

日
本
ト
ラ
ベ
ノ
ー
ル
株
式
会
社
が
輸
入
し
た
血
液
凝
固
因
子
製
剤
に
つ
い
て
原
料
血

漿
し
ょ
う

供
血
者
の
一
部
が
供
血
後
エ
イ

ズ
様
症
状
を
呈
し
た
た
め
、
同
社
か
ら
、
昭
和
五
十
八
年
六
月
二
日
付
け
で
、
当
該
血
液
凝
固
因
子
製
剤
の
出
荷
を
停
止
し

た
旨
ロ
ッ
ト
番
号
を
明
記
し
た
上
で
厚
生
省
に
報
告
が
あ
り
、
当
時
の
薬
務
局
生
物
製
剤
課
に
お
い
て
こ
れ
を
受
け
付
け
た

も
の
で
あ
る
。
当
該
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
厚
生
省
に
お
い
て
写
し
を
保
有
し
て
い
る
。 

四 

 



 

二
の
9
に
つ
い
て 

二
の
7
及
び
8
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
件
を
公
表
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
時
こ
の
件
に
つ
い
て
所
管
し
て
い
た
厚
生
省
薬
務
局
生
物
製
剤
課
に

お
け
る
検
討
の
結
果
、
最
終
的
に
同
課
の
課
長
が
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
御
指
摘
の
当
時
の
同
課
の
課
長
の
発
言
に
つ
い

て
は
、
本
人
に
対
し
事
情
聴
取
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
所
管
す
る
事
務
に
つ
い
て
独
断
で
は
な
く
、
課
内
で
の
検
討 

御
指
摘
の
件
に
つ
い
て
は
、
当
時
、
エ
イ
ズ
の
原
因
及
び
血
液
凝
固
因
子
製
剤
に
よ
り
エ
イ
ズ
が
伝
播ぱ

す
る
か
否
か
は
不

明
で
あ
っ
た
が
、
米
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
血
液
凝
固
因
子
製
剤
の
原
料
血

漿
し
ょ
う

供
血
者
の
一
部
が
供
血
後
エ
イ
ズ
様
症
状
を

呈
し
た
た
め
、
日
本
ト
ラ
ベ
ノ
ー
ル
株
式
会
社
に
お
い
て
念
の
た
め
に
出
荷
停
止
等
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
エ
イ
ズ
に
関

す
る
新
た
な
知
見
を
前
提
と
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
を
エ
イ
ズ
研
究
班
に
報
告
し
、
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

厚
生
省
に
お
い
て
当
時
の
薬
務
局
生
物
製
剤
課
の
職
員
に
対
す
る
事
情
聴
取
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
御
指
摘
の
件

を
エ
イ
ズ
の
実
態
把
握
に
関
す
る
研
究
班
（
以
下
「
エ
イ
ズ
研
究
班
」
と
い
う
。
）
に
報
告
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
厚
生
省
が
御
指
摘
の
件
を
公
表
し
た
事
実
は
な
い
。 

五 

 



 

三
の
2
及
び
3
に
つ
い
て 

三
の
1
に
つ
い
て 

二
の
10
に
つ
い
て 

を
経
て
処
理
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
発
言
が
報
道
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
エ
イ
ズ
研
究
班
の
構
成
員
は
、
安
部
英
帝
京
大
学
医
学
部
教
授
（
当
時
）
、
芦
沢
正
見
国
立
公
衆
衛
生
院
理
論

疫
学
室
長
（
当
時
）
、
大
河
内
一
雄
九
州
大
学
医
学
部
教
授
（
当
時
）
、
岡
本
昭
二
千
葉
大
学
医
学
部
教
授
（
当
時
）
、
塩

川
優
一
順
天
堂
大
学
医
学
部
付
属
病
院
長
（
当
時
）
、
徳
永
栄
一
日
本
赤
十
字
社
中
央
セ
ン
タ
ー
所
長
（
当
時
）
、
西
岡
久

壽
彌
東
京
都
臨
床
医
学
総
合
研
究
所
副
所
長
（
当
時
）
、
安
田
純
一
国
立
予
防
衛
生
研
究
所
血
液
製
剤
部
長
（
当
時
）
及
び

松
田
重
三
帝
京
大
学
医
学
部
講
師
（
当
時
）
で
あ
り
、
当
時
の
厚
生
省
薬
務
局
生
物
製
剤
課
長
が
、
エ
イ
ズ
に
関
す
る
当
時

の
知
見
に
の
っ
と
り
免
疫
、
感
染
症
、
血
液
、
血
友
病
、
疫
学
等
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
分
野
を
網
羅
し
、
か
つ
、
各
分

野
に
お
け
る
権
威
を
集
め
る
観
点
で
選
考
し
た
も
の
で
あ
る
。 

厚
生
省
に
お
い
て
御
指
摘
の
者
に
対
す
る
事
情
聴
取
を
行
っ
た
が
、
御
指
摘
の
件
に
つ
い
て
当
時
所
管
し
て
い
た
薬
務
局

生
物
製
剤
課
か
ら
報
告
を
受
け
た
か
否
か
は
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

六 

 



 

三
の
5
に
つ
い
て 

三
の
4
に
つ
い
て 

エ
イ
ズ
研
究
班
は
、
学
術
的
な
研
究
成
果
の
報
告
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
運
営
に
関
す
る
事
項
は
基
本
的
に
同
班

に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
厚
生
省
と
し
て
は
、
当
時
の
薬
務
局
生
物
製
剤
課
の
職
員
に
対
し
事
情
聴
取
を
行
っ

た
が
、
御
指
摘
の
議
事
録
に
つ
い
て
は
作
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
聞
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
議
事

メ
モ
及
び
配
布
資
料
に
つ
い
て
は
、
法
令
等
に
よ
る
保
存
す
べ
き
文
書
に
該
当
し
な
い
た
め
、
厚
生
省
内
の
書
庫
等
の
精
査

を
し
た
が
、
確
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。 

個
々
の
委
員
の
出
席
状
況
に
つ
い
て
は
、
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
厚
生
省
の
出
席
者
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
薬
務
局
生

物
製
剤
課
長
が
開
催
さ
れ
た
会
合
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
出
席
し
て
い
た
が
、
そ
れ
以
外
は
確
認
で
き
な
い
。 

エ
イ
ズ
研
究
班
の
会
合
に
つ
い
て
は
、
公
式
、
非
公
式
の
区
別
は
な
く
、
昭
和
五
十
八
年
六
月
十
三
日
、
同
年
七
月
十
八

日
、
同
年
八
月
十
九
日
及
び
昭
和
五
十
九
年
三
月
二
十
九
日
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
五
十
八
年
十
月
十
四
日
に

も
開
催
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
確
認
で
き
な
い
。 

厚
生
省
に
お
い
て
当
時
の
薬
務
局
生
物
製
剤
課
の
職
員
に
対
す
る
事
情
聴
取
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
御
指
摘
の
資 

七 

 



 

四
の
3
に
つ
い
て 

四
の
1
及
び
2
に
つ
い
て 

三
の
6
に
つ
い
て 

厚
生
省
に
お
い
て
当
時
の
薬
務
局
生
物
製
剤
課
長
に
対
し
事
情
聴
取
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
御
指
摘
の
会
合
に
つ

い
て
は
、
昭
和
五
十
八
年
八
月
二
十
一
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で
京
都
で
開
催
さ
れ
た
国
際
免
疫
学
会
に
参
加
し
た
Ｃ
Ｄ

Ｃ
の
ス
ピ
ラ
氏
と
同
課
長
及
び
エ
イ
ズ
研
究
班
の
構
成
員
の
一
部
が
、
当
該
学
会
の
直
後
、
厚
生
省
の
近
辺
の
場
所
に
お
い

て
エ
イ
ズ
に
関
し
て
意
見
交
換
の
機
会
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
ロ
ー
レ
ン
ス
氏
が
当
該
会
合
に
出
席
し

て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
確
認
で
き
な
い
。 

厚
生
省
に
お
い
て
当
時
の
薬
務
局
生
物
製
剤
課
長
に
対
す
る
事
情
聴
取
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
御
指
摘
の
会
合
に

お
い
て
は
、
御
指
摘
の
帝
京
大
学
の
血
友
病
患
者
の
症
例
（
以
下
「
帝
京
大
症
例
」
と
い
う
。
） 

が
話
題
と
な
り
、
ス
ピ
ラ 

エ
イ
ズ
研
究
班
は
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
に
厚
生
省
に
報
告
書
を
提
出
し
、

厚
生
省
は
こ
れ
を
公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。 

料
が
エ
イ
ズ
研
究
班
の
配
付
資
料
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
確
認
で
き
な
い
。 

八 

 



 

四
の
6
に
つ
い
て 

四
の
5
に
つ
い
て 

四
の
4
に
つ
い
て 

氏
か
ら
、
米
国
で
は
こ
の
よ
う
な
症
例
を
エ
イ
ズ
に
含
め
て
い
る
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
同
氏
に
ど
の
よ
う
な
資

料
が
提
示
さ
れ
た
か
及
び
ど
の
よ
う
な
説
明
が
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
確
認
で
き
な
い
。 

厚
生
省
に
お
い
て
当
時
の
薬
務
局
生
物
製
剤
課
長
に
対
す
る
事
情
聴
取
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
御
指
摘
の
会
合
に

お
い
て
御
指
摘
の
疑
問
を
誰
が
示
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
確
認
で
き
な
い
。 

御
指
摘
の
発
言
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
者
が
厚
生
省
を
退
職
し
た
後
に
個
人
と
し
て
の
受
け
止
め
方
を
述
べ
た
も
の
で

あ
り
、
厚
生
省
の
公
式
見
解
で
は
な
い
。 

御
指
摘
の
症
例
に
つ
い
て
は
、
カ
リ
ニ
肺
炎
等
の
典
型
的
な
エ
イ
ズ
症
状
が
な
く
、
多
量
の
ス
テ
ロ
イ
ド
剤
の
使
用
に
よ

る
免
疫
低
下
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
エ
イ
ズ
研
究
班
に
お
い
て
エ
イ
ズ
の
疑
似
症
例
と
考
え
ら
れ
て

い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
日
本
側
の
出
席
者
を
説
得
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

厚
生
省
に
お
い
て
当
時
の
薬
務
局
生
物
製
剤
課
長
に
対
す
る
事
情
聴
取
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
御
指
摘
の
ス
ピ
ラ 

九 

 



 

四
の
8
に
つ
い
て 

四
の
7
に
つ
い
て 

氏
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
帝
京
大
症
例
が
多
量
の
ス
テ
ロ
イ
ド
剤
を
使
用
し
て
い
た
た
め
に
Ｃ
Ｄ
Ｃ
が
千
九
百
八
十
二
年
九

月
に
発
表
し
た
エ
イ
ズ
に
関
す
る
診
断
基
準
に
は
合
致
し
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
同
氏
か
ら
説
得
的
な
説
明
が
得
ら
れ
な

か
っ
た
た
め
、
エ
イ
ズ
に
関
す
る
新
し
い
知
見
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
く
公
表
す
る
積
極
的
な
理
由
が
な
い
も
の
と
判
断

し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
よ
う
な
意
向
を
安
部
英
帝
京
大
学
医
学
部
教
授
（
当
時
）
に
伝
え
た
事
実
は
な
い
。 

御
指
摘
の
所
見
中
に
は
、
御
質
問
の
「
八
十
三
年
八
月
末
頃
に
は
右
研
究
班
に
お
け
る
検
討
で
は
エ
イ
ズ
と
断
定
で
き
な

い
と
さ
れ
た
帝
京
大
症
例
が
Ｃ
Ｄ
Ｃ
の
ス
ピ
ラ
博
士
に
よ
っ
て
エ
イ
ズ
と
判
断
さ
れ
、
国
内
に
お
い
て
も
す
で
に
エ
イ
ズ
に

罹
患
し
た
血
友
病
患
者
が
出
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
文
章
が
見
い
出
せ
る
も
の
の
、
厚
生
省
が

御
指
摘
の
症
例
を
エ
イ
ズ
と
確
認
し
た
と
の
裁
判
所
の
判
断
は
、
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
当
時
、
エ
イ
ズ
研
究
班

は
、
帝
京
大
症
例
に
つ
い
て
は
、
カ
リ
ニ
肺
炎
等
の
典
型
的
な
エ
イ
ズ
症
状
が
な
く
、
多
量
の
ス
テ
ロ
イ
ド
剤
の
使
用
に
よ

る
免
疫
低
下
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
エ
イ
ズ
の
疑
似
症
例
と
考
え
て
お
り
、
厚
生
省
と
し
て

は
、
当
該
症
例
を
エ
イ
ズ
と
認
識
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。 

一
〇 

 



 

四
の
9
に
つ
い
て 

同
委
員
会
に
お
い
て
は
、
ス
テ
ロ
イ
ド
剤
投
与
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
た
が
、
エ
イ
ズ
研
究
班
に
お
け
る
検
討
の
後
に
新

た
に
抗
体
検
査
の
結
果
が
得
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
エ
イ
ズ
に
関
す
る
最
新
の
学
術
的
な
知
見
を
基
に
総
合
的
に
判
断

し
、
当
該
症
例
を
エ
イ
ズ
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
の
予
防
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
二
号
）
は
、
患
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る

観
点
か
ら
、
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
エ
イ
ズ
の
患
者
等
の
人
権
の
保
護
に
配
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
と
も
に
、
第
五
条
に
お
い
て
、
医
師
の
都
道
府
県
に
対
す
る
報
告
に
は
感
染
者
の
氏
名
等
個
人
を
特 

当
時
、

厚
生
省
と
し
て
は
、
昭
和
五
十
九
年
九
月
二
十
日
付
け
健
医
発
第
三
百
四
十
九
号
厚
生
省
保
健
医
療
局
長
通
知

「
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
調
査
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
か
ら
厚
生
省
に
提
出
さ
れ
た
調
査
票
を
保
健
医
療
局
に
設
置

さ
れ
た
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
調
査
検
討
委
員
会
に
お
い
て
検
討
し
、
そ
の
結
果
を
都
道
府
県
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
て
い
た

も
の
で
あ
る
。
帝
京
大
症
例
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
二
日
に
調
査
票
が
東
京
都
か
ら
提
出
さ
れ
、
同
年
五
月
三
十

日
に
開
催
さ
れ
た
同
委
員
会
に
お
い
て
エ
イ
ズ
と
さ
れ
、
こ
れ
を
公
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
年
三
月
二
十
二
日
に
公
表
し

た
第
一
号
症
例
と
は
同
時
に
発
表
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

一
一 

 



 

五
に
つ
い
て 

六
の
2
に
つ
い
て 

六
の
1
に
つ
い
て 

定
す
る
情
報
を
含
め
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
趣
旨
に
照
ら
せ
ば
、
行
政
が
特
定
の
患
者
に
つ
い
て
生
死
等
の
状

況
を
調
査
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
て
お
り
、
御
指
摘
の
患
者
の
生
死
に
つ
い
て
、
厚
生
省
と
し
て
こ
れ
ま
で
確
認

し
た
こ
と
は
な
い
。 

厚
生
省
薬
務
局
企
画
課
医
薬
品
副
作
用
被
害
対
策
室
の
職
員
が
平
成
六
年
九
月
及
び
平
成
七
年
十
一
月
に
、
昭
和
五
十
八

年
当
時
の
生
物
製
剤
課
長
及
び
エ
イ
ズ
研
究
班
の
構
成
員
で
あ
っ
た
者
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
ロ
ー
レ
ン
ス
氏
に

つ
い
て
は
面
識
の
あ
る
者
は
な
く
、
御
指
摘
の
新
聞
報
道
の
よ
う
な
事
実
を
記
憶
し
て
い
る
者
も
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た

た
め
、
同
氏
に
は
確
認
し
て
い
な
い
。 

血
液
凝
固
因
子
製
剤
に
つ
い
て
は
、
血
友
病
患
者
の
治
療
上
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
製
薬
企
業
が
自
主
的
に
加
熱
製
剤
と

交
換
す
る
方
法
で
非
加
熱
製
剤
を
回
収
し
て
い
た
こ
と
等
か
ら
、
当
時
の
厚
生
省
薬
務
局
生
物
製
剤
課
に
お
け
る
検
討
の
結

果
、
最
終
的
に
は
同
課
の
課
長
の
判
断
に
よ
り
御
指
摘
の
よ
う
な
通
達
は
出
さ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。 一

二 

 



 

七
に
つ
い
て 

非
加
熱
血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製
剤
の
う
ち
製
造
実
績
又
は
輸
入
実
績
の
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
昭
和
六
十
一
年
四
月
ま

で
に
、
非
加
熱
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
の
う
ち
エ
タ
ノ
ー
ル
で
分
画
精
製
さ
れ
エ
イ
ズ
ウ
イ
ル
ス
が
不
活
化
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
同
年
六
月
ま
で
に
、
並
び
に
こ
れ
ら
以
外
の
非
加
熱
血
液
凝
固
第

Ⅷ
因
子
製
剤
及
び
非
加
熱
血
液
凝
固
第
IX
因
子
製
剤
に
つ
い
て
は
昭
和
六
十
二
年
四
月
ま
で
に
、
各
製
薬
企
業
か
ら
、
薬
事

法
第
十
九
条
又
は
第
二
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
当
該
品
目
の
製
造
又
は
輸
入
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
な
さ
れ
て
お
り
、

現
在
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
非
加
熱
製
剤
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
当

該
品
目
の
販
売
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。 

昭
和
三
十
九
年
八
月
に
薬
務
局
付
で
厚
生
省
を
退
職
し
た
小
玉
知
己
氏
の
株
式
会
社
ミ
ド
リ
十
字
（
以
下
「
当
該
会
社
」

と
い
う
。）
に
お
け
る
経
歴
は
、
昭
和
五
十
五
年
当
時
は
専
務
取
締
役
、
昭
和
五
十
八
年
三
月
か
ら
取
締
役
副
社
長
、
昭
和 

六
十
二
年
三
月
か
ら
常
勤
顧
問
、
昭
和
六
十
三
年
三
月
か
ら
相
談
役
及
び
同
年
八
月
か
ら
顧
問
で
あ
り
、
平
成
元
年
三
月
退

職
し
た
も
の
で
あ
る
。 

御
質
問
の
事
項
に
つ
い
て
、
厚
生
省
に
お
い
て
調
査
し
た
結
果
に
よ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
三 

 



 

昭
和
四
十
九
年
十
月
に
薬
務
局
長
で
厚
生
省
を
退
職
し
た
松
下
廉
蔵
氏
の
当
該
会
社
に
お
け
る
経
歴
は
、
昭
和
五
十
五
年

当
時
は
取
締
役
副
社
長
、
昭
和
五
十
八
年
三
月
か
ら
取
締
役
社
長
、
昭
和
六
十
三
年
三
月
か
ら
取
締
役
会
長
、
同
年
八
月
か

ら
取
締
役
相
談
役
及
び
平
成
元
年
三
月
か
ら
顧
問
で
あ
り
、
平
成
七
年
三
月
退
職
し
た
も
の
で
あ
る
。 

昭
和
五
十
三
年
八
月
に
国
立
衛
生
試
験
所
総
務
部
長
で
厚
生
省
を
退
職
し
た
今
村
泰
一
氏
の
当
該
会
社
に
お
け
る
経
歴

は
、
昭
和
五
十
五
年
当
時
は
東
京
事
務
所
長
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
か
ら
取
締
役
東
京
事
務
所
長
、
昭
和
六
十
二
年
三
月
か

ら
取
締
役
東
京
支
社
長
、
昭
和
六
十
三
年
八
月
か
ら
取
締
役
東
京
駐
在
及
び
平
成
二
年
三
月
か
ら
顧
問
で
あ
り
、
平
成
七
年

三
月
退
職
し
た
も
の
で
あ
る
。 

昭
和
五
十
七
年
六
月
に
薬
務
局
審
査
課
審
査
官
で
厚
生
省
を
退
職
し
た
富
安
一
夫
氏
の
当
該
会
社
に
お
け
る
経
歴
は
、
昭

和
五
十
九
年
六
月
に
開
発
第
一
部
長
と
し
て
就
職
、
昭
和
六
十
二
年
三
月
か
ら
開
発
部
門
薬
事
部
長
、
平
成
三
年
三
月
か
ら

研
究
開
発
本
部
本
部
長
補
佐
及
び
平
成
六
年
三
月
か
ら
開
発
本
部
本
部
長
補
佐
で
あ
り
、
平
成
七
年
三
月
退
職
し
た
も
の
で

あ
る
。 

昭
和
五
十
八
年
四
月
に
国
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
薬
剤
科
長
で
厚
生
省
を
退
職
し
た
越
川
芳
一
氏
の
当
該
会
社
に
お
け
る
経
歴

は
、
昭
和
五
十
八
年
五
月
に
嘱
託
と
し
て
東
京
プ
ラ
ン
ト
で
管
理
薬
剤
師
業
務
に
従
事
し
、
平
成
元
年
十
二
月
退
職
し
た
も 

一
四 

 



 

 

一
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の
で
あ
る
。 

 


